
 

広域連合長の職務を代理する副広域連合長の順序を定める規則 

 

平成２１年６月２９日 

規則第３号 

 

 山形県後期高齢者医療広域連合規約第１４条の規定により、広域連合長の職務を代理

する副広域連合長の順序を次のように定める。 

 

 第１順位 副広域連合長 原 田 俊 二 

 第２順位 副広域連合長 中 川 勝 

 

   附 則     

  この規則は、公布の日から施行する。 

 

   附 則(平成２３年７月２７日規則第１号) 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

   附 則(平成２３年１２月２２日規則第２号) 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

   附 則(平成２４年２月８日規則第１号) 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

   附 則(平成２６年１１月６日規則第３号) 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

   附 則(平成２７年２月１２日規則第１号) 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

附 則(平成２７年１２月２２日規則第６号) 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

附 則(平成２８年２月１２日規則第２号) 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

附 則(平成３１年２月１４日規則第１号) 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

附 則(令和元年１２月２２日規則第３号) 

 この規則は、公布の日から施行する。 



 

附 則(令和２年２月１３日規則第２号) 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

附 則(令和５年２月８日規則第２号) 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 


